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くらし の

情 報
９
月
10
日
は

「
下
水
道
の
日
」
で
す

　

毎
日
た
く
さ
ん
の
水
が
台
所
、

風
呂
、
ト
イ
レ
、
工
場
な
ど
で
使

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
排
水
を
集

め
て
き
れ
い
に
処
理
し
、
川
や
海

に
返
す
の
が
下
水
道
の
役
目
で

す
。
下
水
道
に
含
ま
れ
て
い
る
汚

れ
の
成
分
の
う
ち
、
家
庭
か
ら
出

る
雑
排
水
に
よ
る
も
の
が
全
体
の

60
～
70
％
を
占
め
て
お
り
、
下
水

道
へ
の
接
続
は
、
環
境
浄
化
に
つ

な
が
り
ま
す
。

　

市
で
は
、
平
成
２
年
に
下
水
道

が
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
20
年
が
た
ち
、
現
在
６
、４
０
０

世
帯
が
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

快
適
で
住
み
よ
い
ま
ち
を
つ
く

る
た
め
に
、
１
日
も
早
い
下
水
道

へ
の
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

み
ん
な
で
防
ご
う

農
林
産
物
の
鳥
獣
害
③

「
ク
マ
に
つ
い
て
」

◦
ク
マ
は
畑
の
作
物
は
荒
ら
し
ま

せ
ん
が
、
放
置
さ
れ
た
柿
の
木
は

絶
好
の
餌
場
に
な
り
ま
す
。
果
樹

な
ど
の
被
害
に
つ
い
て
は
、
電
気

柵
な
ど
自
己
防
衛
が
有
効
な
手
段

と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
ク
マ
に
つ
い
て
は
人
身

被
害
に
対
す
る
注
意
が
最
も
重
要

で
す
。
山
へ
出
か
け
た
り
、
山
際

の
畑
で
農
作
業
を
さ
れ
る
場
合
に

は
、「
鈴
」
の
携
帯
、
ま
た
は
「
携

帯
ラ
ジ
オ
」
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ

る
な
ど
、
ク
マ
に
人
の
存
在
を
知

ら
せ
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

「
カ
ラ
ス
に
つ
い
て
」

◦
カ
ラ
ス
は
、
野
菜
や
果
樹
を
食

い
荒
ら
す
な
ど
の
農
作
物
被
害
を

与
え
て
い
ま
す
。
カ
ラ
ス
の
農
作

物
被
害
は
山
間
地
だ
け
で
な
く
町

の
田
畑
に
ま
で
及
ん
で
い
ま
す
。

　

自
己
防
衛
の
方
法
と
し
て
は
、

防
鳥
網
で
作
物
を
覆
う
こ
と
が

も
っ
と
も
確
実
な
被
害
防
止
策
で

す
。防
鳥
網
を
設
置
す
る
と
き
は
、

隙
間
を
つ
く
ら
な
い
こ
と
や
、
網

を
作
物
か
ら
十
分
に
離
し
、
た
る

ま
せ
な
い
こ
と
が
大
切
な
ポ
イ
ン

ト
で
す
。
こ
の
ほ
か
に
テ
グ
ス
を

田
畑
に
張
り
巡
ら
す
と
い
う
方
法

も
効
果
的
で
す
。

　

追
い
払
い
グ
ッ
ズ
と
し
て
は
、

ロ
ケ
ッ
ト
花
火
、
パ
チ
ン
コ
（
ゴ

ム
バ
ン
ド
を
使
用
し
た
も
の
）
な

ど
が
あ
り
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

　

農
林
課
（
内
線
３
５
３
）

市
街
地
の
河
川
環
境

調
査
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す

　

昨
年
に
引
き
続
き
、
行
田
公
園

内
を
流
れ
る
中
川
な
ど
市
街
地
の

中
小
13
河
川
で
、
10
月
下
旬
か
ら

11
月
下
旬
の
約
１
か
月
間
、
水
量

の
減
水
な
ど
を
行
い
ま
す
。

　

河
川
内
の
水
質
や
動
植
物
の
生

態
系
に
か
か
る
環
境
調
査
で
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

　

建
設
課
（
内
線
４
２
５
）

危
険
物
取
扱
者
試
験

（
第
２
回
）
の
ご
案
内

種
類　

甲
種
・
乙
種
全
類
・
丙
種

と
き
・
と
こ
ろ

◇
富
山
会
場

　

10
月
18
日
㈰　

富
山
工
業
高
校

◇
魚
津
会
場

　

11
月
１
日
㈰　

あ
り
そ
ド
ー
ム

願
書
受
付
期
間

　

９
月
１
日
㈫
～
11
日
㈮

願
書
申
請
先　

㈶
消
防
試
験
研
究

　

セ
ン
タ
ー
富
山
県
支
部

▼
問
合
せ
先　

消
防
本
部
予
防
課

　

危
険
物
担
当

新
川
会
場　

魚
津
市
消
防
本
部

と
き　

10
月
29
日
㈭
・
30
日
㈮

受
付
期
間

　

９
月
24
日
㈭
～
10
月
８
日
㈭

富
山
会
場　

富
山
市
消
防
局

と
き　

11
月
25
日
㈬
・
26
日
㈭

受
付
期
間

　

10
月
14
日
㈬
～
28
日
㈬

対
象
者　

危
険
物
の
取
り
扱
い
に

　

従
事
し
て
い
る
危
険
物
取
扱
者

▼
問
合
せ
先　

消
防
本
部
予
防
課

　

危
険
物
担
当

危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
会

（
法
定
講
習
）
の
ご
案
内

消
防
本
部
よ
り

（
☎
４
７
５
‐
０
１
８
０
）

と
き　

９
月
６
日
㈰

　

午
前
９
時
30
分
～

と
こ
ろ　

市
民
交
流
プ
ラ
ザ
１
階

　

交
流
広
場

内
容　

救
命
手
当
・
応
急
手
当
体

　

験
な
ど
を
実
施
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、

　

ご
家
族
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先　

消
防
本
部
警
防
課

　

救
急
救
助
担
当

普
通
救
命
講
習

と
き　

９
月
12
日
㈯

　
　
　

午
前
９
時
～
12
時

と
こ
ろ　

消
防
署
３
階
講
堂

対
象
者　

町
内
会
、
各
種
団
体
、

　

個
人
、
再
受
講
者
も
可
（
中
学

　

生
以
上
）

内
容　

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
を
含
め
た

　

救
命
手
当
の
講
習
で
す
。
３
時

　

間
の
講
習
を
受
け
る
と
、
修
了

　

証
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

救
急
フ
ェ
ア

広告

定
額
給
付
金
の
申
請
期
限
は

10
月
１
日
㈭
ま
で
で
す

　

定
額
給
付
金
の
申
請
は
、
郵
送

ま
た
は
市
役
所
総
務
課
（
分
室
）

窓
口
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

申
請
期
限
を
過
ぎ
て
申
請
さ
れ

て
も
定
額
給
付
金
は
受
給
で
き
ま

せ
ん
。
ま
だ
申
請
さ
れ
て
い
な
い

方
は
忘
れ
ず
に
お
早
め
の
申
請
を

お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
先　

総
務
課
定
額
給
付

　

金
担
当
（
内
線
２
１
６
）

悪質商法に注意！
専任の消費生活相談員にご相談ください
　市の消費生活相談窓口では、７月から
専任の消費生活相談員を配置し、電話や
面談などによる消費生活相談や悪質商法
対策の出前講座を実施しています。

【消費生活相談員による相談時間】
　月曜～木曜日　　9:00 ～ 16:00
　※祝日・年末年始などを除きます。
問合せ先　生活環境課（内線３２５）　

　

な
お
、
未
整
備
地
区
に
お
い
て

も
、
早
く
下
水
道
を
利
用
い
た
だ

け
る
よ
う
努
力
し
て
い
ま
す
の

で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

　

上
下
水
道
課
（
内
線
４
４
３
）

受
講
料　

無
料

申
込
期
限　

９
月
10
日
㈭
ま
で

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先　

消
防
本

　

部
警
防
課
救
急
救
助
担
当

９月１日は「防災の日」
　「防災の日」は、1923 年（大正 12 年）に起きた “関東
大震災の教訓を忘れない” という意味と、この時期に多
い “台風への心構え” の意味も含め 1960 年（昭和 35 年）
に制定され、その「防災の日」を含む１週間が「防災週間」
となっています。

　皆さん一人ひとりがもう一度身の周りで
起こる災害について考え、「自らの生命は
自らが守る」という「自助」の意識のもと、
避難経路や避難場所の確認、非常持出品の
準備など適切な行動がとれるように日ごろ
から備えておきましょう。

問合せ先　総務課（内線２１２）

災害情報配信サービス
　気象情報などの防災関連情報や市内で発生した
火災情報を24時間、メールでお届けします！
　ご希望の場合は、事前配信登録が必要です。
市のホームページ、もしくは右の
ＱＲコードからモバイルページ
（携帯版ホームページ）にアクセス
して、配信登録をしてください。

＜事例：ワンクリック詐欺＞
　パソコンでインターネット中、アダルト
サイトにつながり、何気なくクリックした
ところ、会員登録したことになり５万円を
請求する画面が表示されました。「自宅や勤
務先を調査して、料金を取り立てに行く」
とも表示されています。そのサイトの“規約”
をよく読むと、小さい字で「有料」と表示
されていました。
➡いわゆる「ワンクリック詐欺」と
　呼ばれる不当請求です。
　「電子消費者契約法」では、事業者は申し
込みをする前に消費者にその内容を再度確
認させる画面を用意する必要があります。
ですから、そのような確認措置がない場合、
申し込みの無効を主張でき、料金を支払う
必要もありません。また、こうした場合に
こちらから相手業者に連絡すると、名前や
住所などの個人情報を知られるおそれがあ
りますので、安易に連絡してはいけません。
こうしたサイトの画面が出ても、興味本位
でクリックしないことが肝心です。

広告

９
月
９
日
は
救
急
の
日

い
き
い
き
市
政
講
座

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
行

政
へ
の
理
解
と
参
画
を
お
手
伝
い

す
る
た
め
に
、「
い
き
い
き
市
政

講
座
」
を
開
講
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
講
座
は
、
市
の
職
員
が
皆

さ
ん
の
地
域
な
ど
へ
出
向
き
、
行

政
情
報
を
積
極
的
に
提
供
し
な
が

ら
、
こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
を

共
に
考
え
る
も
の
で
す
。
市
民
の

皆
さ
ん
が
知
り
た
い
、聞
き
た
い
、

学
び
た
い
内
容
に
つ
い
て
、
詳
し

く
お
話
し
し
ま
す
。

対
象　

お
お
む
ね
10
人
以
上
の
皆

　

さ
ん
が
集
ま
っ
て
い
た
だ
け
る

　

地
域
、
団
体
な
ど

時
間　

午
前
９
時
か
ら
午
後
８
時

　

ま
で
の
間
で
１
時
間
程
度

会
場　

指
定
さ
れ
た
会
場
に
出
向

　

き
ま
す
（
市
内
に
限
る
）

費
用　

職
員
講
師
の
派
遣
は
無
料

申
込
期
限　

希
望
日
の
２
週
間
前

　

ま
で

※
講
座
メ
ニ
ュ
ー
や
申
込
書
は
、

　

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

　

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

企
画
情
報
課
（
内
線
２
２
３
）


